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　スカイ・アースホール 　　 3年前から
●多目的ルーム･会議室　 1年前から
●展示場控室　　　　　　 1ヵ月前から

→ ←

← 利用申込書提出依頼
提出がない場合はキャンセルとなります。

③｢利用申込書｣（正式申込書類）提出 → → ④｢利用申込書｣受理

← ⑤「利用承認書」発行
← ⑥「請求書」発行

    （会場利用料 全額前納制）

→

→

→
　　(利用開始日の10日前までに)

→

← ⑪原状復帰状況の確認

← ⑫精算金請求書発行

（電気・水道・ガス・冷暖房

　設備及び備品･駐車場利用料･
　申込時間外利用料等)

→

電話・来社・E-MAIL・FAXにてご照会

②「予約確認書」返信

キ
ャ

ン
セ
ル
料
対
象
期
間

⑨会場利用料の支払い

　　(指定期日までに)

期限までに｢利用申込書｣を提出して下さい。

↓

　　(消防署・警察署・保健所等)
⑧関係機関への届出

■予約受付時間　9:00～17:00（休館日を除く）

詳細は　TEL:089-953-0130　までお問い合わせ下さい。

①「予約確認書」（仮予約書類）発行

　　(会議室・控室の展示会利用はできません)

●大・小・屋外展示場
     F   A  Z   プ  ラ   ザ

　　(請求日より30日以内)

⑦関係書類の提出・打合せ

⑬精算金の支払い

⑩設営・開催・撤去・清掃

   (原状復帰)

ご予約から終了までの流れ

アイテムえひめ利用者

予約受付

利用計画打合

終了

開 催

精算金納入

会場利用料納入

利用申込

予約状況照会

(申込書提出期限P2参照）

「利用承認書」発行後、
キャンセル料対象期間に入ります。
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■申 込 先 愛媛エフ･エー･ゼット株式会社 

〒791-8057  愛媛県松山市大可賀
え ひ め け ん ま つ や ま し お お か が

二丁目1 番28 号 

TEL：089-953-0130   FAX：089-953-0102     
                                                     

 

■受付時期    予約の受付時期は、原則として以下のとおりです。 

           受  付  時  期 備     考 

大 展 示 場 

小 展 示 場 

屋外
F A Z

展示場
プ ラ ザ

 

スカイホール 

アースホール 

利用開始日の 3 年前 

月初 1日から 
分割利用可能 

多目的ルーム 

会 議 室 

利用開始日の 1 年前 

月初 1日から 

展示場と併催の場合は、展示場の受付

時期に予約できます。 

会議室の展示会利用はできません。 

展示場控室 利用開始日の 1ヵ月前から 控室の展示会利用はできません。 

           

 

■受付時間   9:00～17:00 
         但し、休館日(原則：12/29～1/3)を除きます。 

 

 

■予約受付         1．電話等で会場の空き状況をご確認下さい。 
（仮予約） 

2．仮予約を受付後に、担当者より「予約確認書」を発行致します。 

 

3．「予約確認書」内容をご確認頂き、間違いがなければ、該当欄に署名もしくは捺印の上     

ご返信下さい。 

（※「予約確認書」は正式な利用申込書類ではありません。） 
                  

 

注意 1：予約は、原則先着順としますが、月初1 日の予約受付に限り、 

利用規模(利用面積×日数)が大きい予約を優先させていただきます。 

 

                         注意 2：月初1 日に同会場で同日開催の予約が重複した場合は、翌日 2 日に抽選を行います。 

 
＜抽選方法＞ 

○予約を頂いた翌日(2 日)10:00 より当館にて抽選を行います。 

申込者･代理人の方は、時間までにご来館下さい。 

                               ※ご来館いただけない場合は、当社担当者（仮予約受付者）が代理で行います。 

○当選者は、その場で予約確認書に署名又は捺印頂きます。 

 

 

1．利  用  申  込 
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■申込方法     ●利用確定後、「アイテムえひめ利用申込書」(以下｢申込書｣)を提出して下さい。 

（正式申込）       なお、会社・団体様は、初回利用時に会社概要を添付して下さい。 

（※「アイテムえひめ利用申込書」は正式な利用申込書類です。） 

 

●「予約確認書」に記載している『申込書提出期限』までに｢申込書｣を提出して下さい。 

  （申込書提出期限につきましては、下記表1 をご参照下さい。）  

期日までに提出がない場合は予約取消と致します。なお、仮予約の場合、他のお客様からの 

引合いがあれば、その時点で予約を確定頂くこともあります。 

 

表 1■ 申込書提出期限 ■ 

          
 

■ 申込書      ｢申込書｣表面・・・申込者の情報、利用時間、催事内容など 

記載内容    「申込書」裏面・・・利用設備・備品・冷暖房・駐車場無料ライター(主催者費用負担)等の利用予定 

 ※「申込書」提出段階では裏面は未記入でも構いません。 

※詳細は P.29～30 資料 2．アイテムえひめ利用申込書記入例」をご参照下さい。 

 

 

■利用承認   「申込書」の内容を審査のうえ、｢アイテムえひめ利用承認書｣(以下｢承認書｣)を発行致します。 

なお、管理運営上必要な範囲内で条件を付すことがあります。 

                

＜注意事項＞ 

1．｢承認書｣は利用期間中、必ず会場責任者が携帯して下さい。 

2．「承認書」発行後は、キャンセル時期により、キャンセル料金が発生する場合がございます。 

3．「承認書」発行後に、予約取消・内容変更・日程変更などがあった場合は、速やかに当社担当

者までご連絡下さい。 

  

会場 予約日 申込書提出期限 

利用開始日の 3 年前～1 年前の前日 利用開始日の 6 ヵ月前の前日まで 

利用開始日の 1 年前～4 ヵ月前の前日 利用開始日の 3 ヵ月前の前日まで 

利用開始日の 4 ヵ月前～1 ヵ月前の前日 予約日から 2 週間

利用開始日の 1 ヵ月前～8 日前 予約日から 3 日間

利用開始日の 1 週間前～利用当日 予約日当日 

利用開始日の 1 年前～6 週間前の前日 利用開始日の 1 ヵ月前まで 

利用開始日の 6 週間前～3 週間前の前日 予約日から 2 週間

利用開始日の 3 週間前～4 日前 予約日から 3 日間

利用開始日の 3 日前～利用当日 予約日当日 

大展示場 
小展示場 
屋外展示場 

会議室 

スカイホール 
アースホール 

多目的ルーム 
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■利用時間      ＜原則会場利用時間＞ 

               1．全日利用時間は 9 時～21 時までです。（準備・開催・撤去全てを対象とします。） 

                 時間外の利用は事前に申込みが必要です。 

 

               2．会場借り上げ最低時間単位は、4 時間単位の枠１つ以上とします。 

                      ａ． 9:00～13:00 の 4 時間を『午前枠』と呼びます。 

                    ｂ．13:00～17:00 の 4 時間を『午後枠』と呼びます。 

                    ｃ．17:00～21:00 の 4 時間を『夜間枠』と呼びます。 
 

              9:00      13:00     17:00     21:00 

午前枠 午後枠 夜間枠 

全  日 

               

＜延長利用時間＞  

             1．時間外利用（9 時以前の早朝、21 時以降の深夜時間帯） 

                 ａ．『午前枠』利用の場合は 9:00 以前の『時間外』を 1 時間単位で利用できます。 

                     例． 8:00～9:00 時間外利用＋9:00～13:00 午前枠利用 

                         7:00～9:00 時間外利用＋9:00～13:00 午前枠利用 

 

                 ｂ．『夜間枠』利用の場合は 21:00 以降の『時間外』を 1 時間単位で利用できます。 

                            例． 17:00～21:00 夜間枠利用＋21:00～22:00 時間外利用 

                       

9:00     13:00      17:00     21:00  

時 間 外 
午前枠 午後枠 夜間枠 

時 間 外 
全  日 

                 ※『午前枠』又は『夜間枠』に連続する利用時間の時間外にのみ適用されます。 

※1 時間未満は切り上げとなります。 

 

             2． 1 時間限定延長利用 

              その 1：『午前枠』利用の場合、『午後枠』について 1 時間のみ延長借り上げができます。 

                         9:00     13:00                  

午前枠 
延

長 

                         14:00(終了)  

            ※1 時間を超える場合は、午後枠（4 時間）の延長借り上げとなります。  

 

              その 2：『午後枠』利用の場合、『午後枠』前の 1 時間のみ繰り上げて借り上げができます。 

13:00           17:00 
繰

上 午後枠 

                                         12:00(開始) 

         ※繰り上げ時間が 1 時間を超える場合は、午前枠（4 時間）の借り上げとなります。  

2．利用時間･休館日 
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3．『午後枠』から引き続いての 『夜間枠』1 時間単位の延長利用 

『午後枠』から引き続き『夜間枠』を利用される場合は、『夜間枠』を 1 時間単位で 

利用延長することができます。 

例． 13:00～17:00 午後枠利用＋17:00～18:00 夜間枠1 時間延長利用 

9:00～17:00 午前＋午後枠利用＋17:00～19:00 夜間枠2 時間延長利用 

 

9:00     13:00      17:00     21:00                 

午前枠 午後枠 延長（夜間枠） 

                         ※『夜間枠』について 1時間単位での利用延長が可能  

 

              ＜サービス適用範囲＞ 

利用時間の前後30 分以内は無料で利用できます。 

但し、30 分を超えますと延長料金を頂きます。 

 

            ＜注  意＞ 
1．申込書の利用時間内に終了するよう努めて下さい。 

2．申込書提出後、利用時間の延長が必要となった場合は、事前に当社担当者にご連絡下さい。 

3．利用期間中に利用時間の延長・早期終了が発生した場合は、当社担当者にご連絡下さい。 

 

 

■休館日     年末年始（原則:12 月29 日から翌年の1 月3 日まで）は全館休館致します。 

             

             但し、年末年始でも展示場利用のご希望があれば臨時に開館することがあります。 

また、保守点検等のため、臨時に閉館する場合があります。何卒ご了承下さい。  
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■会場利用料     ●会場利用料は、全額前納制となっております。 
必ず指定期日までに指定金融機関へ振込、又は当館にて現金でお支払い下さい。 

（当館での現金支払いの場合は平日9:00～17:00 の間でお願い致します。） 

期日までにご入金が確認できない場合は利用を取り消すとともに利用料の全額を頂きます。 

 

●｢申込書｣提出後に請求書を送付致しますので、利用開始10 日前までにお支払い下さい。 

ただし、利用開始日の10 日前以降に利用申込みの場合は指定期日までにお支払い下さい。 

前納金請求(1 回目) 

会場利用料 全額前納 

利用開始日の 10 日前までに 

利

用 

事後精算請求(2 回目) 

備品、空調、申込時間外利用料等 

請求日より 30 日以内に 

 

※会場利用等の請求書の宛名が｢申込書｣の申込者と異なる場合は事前にお申し出下さい。 

※振込手数料はお客様負担とさせていただきます。 

 

 

■事後精算請求   会場利用延長料金、備品使用料、光熱水費、冷暖房利用料及び駐車場利用料、 

事後清掃代、ごみ処理費用等については、使用した実績に基づき請求致します。 

請求日より 30 日以内にお支払い下さい。 

ただし、新規利用者の場合は、一部金額を前納して頂く場合もございます。 

 

 

 

料金区分は、「開催料金」「準備・撤去料金」の 2 つがあり、会場利用枠（『午前枠』『午後枠』『夜間

枠』）ごとにいずれかが適用されます。 

 

原則 1：「開催料金」は 1 枠以上とします。 

                 
 例1．9:00～10:00 準備、１0:00～12:00 開催の場合 

→9:00～13:00 開催の料金区分となります。 

 

 

原則2：9 時から 21時の間に 1時間でもイベントを開催した場合は、それぞれの枠（会場利用枠）

の料金は「開催料金」が適用されます。 

               

                 例1．9:00～13:00 準備、１3:00～17:00 開催、17:00～21:00 撤去の場合 

→記述通りの料金区分となります。 

        

                   例2. 9:00～10:00 準備、10:00～16:00 開催、16:00～21:00 撤去の場合 

                        →9:00～17:00 開催料金、17:00～21:00 撤去料金の料金区分となります。 

 
                 例3． 9:00～10:00 準備、10:00～12:00 開催、12:00～13:00 撤去の場合 

                        →9:00～13:00 開催料金の料金区分となります。 

 

 
 

3．利  用  料 

■料金区分    

料金計算 
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例外 1：1 時間限定の『開催』延長利用もしくは『開催』繰り上げ利用の場合の料金適用  

 

その 1：「午前枠」を開催利用し、「午後枠」に 1 時間のみ開催延長利用される場合は、      

「午後枠」について 1 時間単位の料金計算が適用されます。 

例． 9:00～14:00 開催、14:00～17:00 撤去の場合 

                        →9:00～14:00 開催料金、    14:00～17:00 撤去料金の料金計算を行います。 
        （『午前枠』＋1 時間にて開催料金を計算）   （撤去料金を 1 時間単位で計算） 

※開催延長1 時間を超える場合は、午後枠（4 時間）全般に『開催』料金が適用されます。 

  

その 2：「午後枠」を開催利用し、「午後枠」前の 1 時間のみ開催繰り上げ利用される場合は、 

「午前枠」について 1 時間単位の料金計算が適用されます。 

例. 9:00～12:00 準備、12:00～17:00 開催の場合 

                        →9:00～12:00 準備料金、    12:00～17:00 開催料金の料金計算を行います。 
（準備料金を 1 時間単位で計算）     （『午後枠』＋1 時間にて開催料金を計算）  

※開催繰り上げ時間が 1 時間を超える場合は、午前枠（4 時間）全般に『開催』料金が適用

されます。 

 

 

 

例外 2：「午後枠」開催から引き続いて「夜間枠」開催利用の場合の『開催』料金の適用 

「午後枠」を開催で利用し、引き続き「夜間枠」を開催で利用される場合は、「夜間枠」を

1 時間単位で開催延長利用することができ、「夜間枠」の『開催』料金については 1 時

間単位での料金計算が適用されます。 

例1． 9:00～10:00 準備、10:00～20:00 開催、20:00～21:00 撤去の場合 

   →9:00～20:00 開催料金、   20:00～21:00 撤去料金の料金計算を行います。 

         （「午前枠＋午後枠」＋3 時間にて開催料金を計算） （撤去料金を 1 時間単位で計算） 

 

例2． 13:00～19:00 開催、19:00～21:00 撤去の場合 

   →13:00～19:00開催料金、   19:00～21:00撤去料金の料金計算を行います。 

         （「午後枠」＋2 時間にて開催料金を計算）       （撤去料金を 1 時間単位で計算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 2 日以上連続して会場利用する場合、一旦『開催』で利用が開始すると、撤去開始までは途中

期間に準備時間があっても、連続して開催料金が適用されます。 
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■割増料金     興行のための利用で、入場料に相当する料金を徴収する場合は、割増料金を頂きます。 

              ●割増料金は、全額前納制となっております。会場利用料と一緒にお支払い下さい。 
 

            ＜割増料金計算方法＞ 

入場料最高額の 100 倍の金額を割増料金として、会場利用料に追加して頂きます。 

ただし、追加する料金が、利用する会場の全日(9:00～21:00)の開催料金を超える場合は、  

全日開催料金を割増料金と致します。 

※上記の場合で開催日が 2 日以上の場合は、各開催日につき割増料金がかかります。 
 

          例：大展示場全面利用、土日2 日開催で入場料最高額3,000 円を徴収する場合。 

             

   手順1）入場料最高額の 100 倍の金額を算出します。 

入場料最高額3,000 円×100 倍＝300,000 円 

             

   手順2）該当会場全日開催料金と、手順1 で算出した金額とを比較して、小さい金額を適用します。 

大展示場全面土日祝日全日開催料金883,520 円＞入場料最高額の 100 倍の金額300,000 円 

                                                                     こちらを適用 

※2 日開催につき、300,000 円×2 日間＝600,000 円が該当催事の割増料金となります。 

 

            

2 日以上連続して会場利用する場合、会場内に荷物を置いたまま施錠し、再び開錠するまでの間

の時間枠が連続2 枠以上ある場合、1 枠をのぞき「会場の占有」とみなし占有料金（準備・撤去料金

を適用）を頂きます。 

              

             占有状態の時間枠が連続 3 枠を超える利用は原則認めません。 

             ただし、要望がある場合は、都度相談に応じます。 

 

               例 1： 1 日目9:00～13:00 準備のみ、2 日目9:00～17:00 開催の場合。 

 

             （1 日目）9:00           13:00          17:00          21:00 

午前枠 午後枠 夜間枠 

準備 占有料金不適用 占有料金適用 

                 （2 日目）9:00           13:00          17:00          21:00 

午前枠 午後枠 夜間枠 

開催 開催 撤去 

 

 

例 2：  1 日目 9:00～13:00 準備、13:00～17:00 開催、 

     2 日目 13:00～17:00 開催、17:00～21:00 撤去の場合。 

 

             （1 日目）9:00          13:00           17:00          21:00 

午前枠 午後枠 夜間枠 

準備 開催 占有料金不適用 

                 （2 日目）9:00          13:00           17:00          21:00 

午前枠 午後枠 夜間枠 

占有料金適用 開催 撤去 

 

■占有料金 
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■キャンセル料  展示場の利用は、利用の安定を図るため、「承認書」発行後に利用辞退（日数・会場規模縮小 

も含む）の申出があった場合は、下記表 2 のとおり利用料の一部もしくは全部をキャンセル料とし

て請求させて頂きます。 

ただし、下記表3に該当する期間に辞退の申出があった場合はキャンセル料の対象外となります。 
 
                  表2 ■ キャンセル料 ■  

            

会場 利用辞退の申出があった日 お支払い頂く料金

利用開始日の6カ月前～3カ月前の前日
「利用承認書」記載利用日時の
　　　　　　　　　　　会場利用料の20%

利用開始日の3カ月前～1カ月前の前日
「利用承認書」記載利用日時の
　　　　　　　　　　　会場利用料の50%

利用開始日の1カ月前～11日前
「利用承認書」記載利用日時の
　　　　　　　　　　　会場利用料の80%

利用開始日の10日前～利用当日
「利用承認書」記載利用日時の
　　　　　　　　　　 会場利用料の100%

利用開始日の10日前～8日前
「利用承認書」記載利用日時の
　　　　　　　　　　　会場利用料の50%

利用開始日の1週間前～4日前
「利用承認書」記載利用日時の
　　　　　　　　　　　会場利用料の80%

利用開始日の3日前～利用当日
「利用承認書」記載利用日時の
　　　　　　　　　　 会場利用料の100%

大展示場
小展示場

屋外展示場
スカイホール
アースホール

多目的ルーム
会議室

 
 

表 3 ■ 表2 の対象外となる期間 ■ 

            

会場 利用承認日 表2の対象外となる期間

利用開始日の1年前～4カ月前の前日 利用開始日の3カ月前の前日まで

利用開始日の4カ月前～1カ月前の前日 利用承認日から2週間

利用開始日の1カ月前～8日前 利用承認日から3日間

利用開始日の10日前～6日前 利用承認日から2日間

利用開始日の5日前～4日前 利用承認日から1日間

大展示場
小展示場

屋外展示場
スカイホール
アースホール

多目的ルーム
会議室

 
 
            ※展示場 ： 1 週間前～利用当日、会議室 ： 3 日前～利用当日は会場利用料の 100％キャンセル料 

を頂きます。 
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■料金減免     以下の利用の場合は利用料の減免を致します。 

             

   ＜会場利用料＞ 

1．高齢者を支援する団体等が高齢者支援を目的とした催事で会場を利用する場合 

2．障害者を支援する団体等が心身障害者支援を目的とした催事で会場を利用する場合 

3．小・中学校、幼稚園の校長・園長が学校教育活動であることを証明した場合において、    

当該小学校等の児童等が会場を利用する場合 

※利用時間中の料金は全て準備・撤去料金（開催料金の 30%割引）と致します。 

 

＜立体駐車場利用料＞ 

利用料金 150 円/時間  6 時間を超え 24 時間まで一律 1,000 円 

24 時間以降、上記の繰り返し  

                    1．障害者の方は無料と致します。 

（駐車場出口精算機にて呼び出しボタンを押し、障害者手帳をご提示下さい。） 

                    2．展示場利用の打ち合わせで来館された場合も無料と致します。 

 

 

■料金還付     お支払い済みの会場利用料は、以下の場合以外は返金できません。 

天災時等の不可抗力により会場等を利用できなかった場合、料金の全部又は一部を還付します。 

ただし、利用者の希望で既に施設側が行った会場設営料・会場撤収（清掃）料及び発注済の商

品代金等は返金できません。 

 

 ※利用にあたっては、事前に「アイテムえひめ緊急時対応ガイド」をご覧ください。 

 

 
 

 
 
 

 

次の事項のいずれかに該当すると当社が判断した場合は、利用を承諾しません。 

① 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認められる時。 

② 施設を利用しようとする者又はその代理者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関

係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以

下、「反社会的勢力」という)であることが認められる時。 

③ 施設を利用しようとする者が主催する催事等に、反社会的勢力が出展、共催、協賛、後援、又

は業務の受託等で関与していると認められる時。 

④ 施設の他の利用者に不都合が生じる恐れがあると認められる時。 

⑤ 施設又は設備を損傷する恐れがあると認められる時。 

⑥ 施設の管理運営上支障があると認められる時。 

⑦ 前各号に掲げるもののほか、当社が利用を不適当と認める時。 

 
 
 

4．利用の不承諾 
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「承認書」発行後、利用者(主催者)の都合により催物の内容、期日、会場等の変更(取消し含む)を

希望される場合は、速やかに当社担当者にご連絡下さい。 

 

＜手続き方法＞ 

1．利用変更内容を当社担当者にご連絡下さい。 

2．｢アイテムえひめ利用変更申込書｣（以下「利用変更申込書」）をお渡し致しますので、 

ご記入の上、既発行の「承認書」と併せてご提出下さい。 

 

※変更により会場利用料が減額となる場合でも、お支払い済みの利用料は返金いたしません。 

※返金のケースにつきましては P9｢3．利用料 料金還付｣の項目をご覧下さい。 

 

 

 

 

 
 

 

 

次のいずれかの事項に該当する場合、利用承認の取消し又は利用を制限(利用停止)することが

あります。この場合、利用者に損害が生じても当社は一切責任を負いません。 

 

① 利用承認の条件（※「承認書」に記載）に違反した時。 

② 利用の不承諾の各号（P9）に該当すると認められる時。 

③ 偽りその他不正な手段により承認を受けた時。 

④ 指定期日までに、利用料（前納分）が納入されていない時。 

⑤ 利用の際、他の利用者及び施設近隣に迷惑を及ぼした時、又はその恐れがある時。 

⑥ 当館職員の指示に従わない時。 

⑦ 施設及び施設の備品等を滅失又は損傷した時。 

⑧ 警備・整理・誘導の係員を配置する等の安全確保の措置を講じない時。 

⑨ 災害その他の不可抗力（火災、爆発、地震、津波、風水害、落雷、大規模停電、テロ、暴動、

内乱、戦争等を含むが、これには限らない。以下同じ）により、施設の使用ができなくなった時、

又はその恐れがあると施設が認めた時、あるいは、松山市で震度 5 弱以上又は長周期地震動

４の揺れを観測し、施設の安全を確認する必要があると施設が認めた時。 

⑩ 災害その他の不可抗力により、施設の利用が来場者等の安全確保に支障を生ずる恐れがあ

ると施設が認めた時。松山市を対象とした特別警報（愛媛県の瀬戸内海側を対象とした津波警

報・大津波警報を含む）が発表された時、松山市がＪアラートの対象となった時、松山市が国民

保護法による避難指示対象となった時。 

⑪ 災害の発生等により、愛媛県から、県の物資集積拠点としての利用を求められた時。 

⑫ 国、愛媛県等行政機関から、施設の使用停止又は催事の開催の停止等の要請があった時。 

⑬ 当社が不適当と認めた行為をしたとき、またはその恐れがある時。 

⑭ その他、施設の管理運営上、やむを得ない事由が発生したと施設が認めた時。 

 

 

 

5．利 用 変 更 

6．取消と制限(停止) 
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             ■天災等の不可抗力による利用停止と解除の基準 

             

利用停止 解除

・松山市で震度5弱以上を観測した時

・松山市で長周期地震動4を観測した
時

津波
愛媛県の瀬戸内海側で津波警報、大
津波警報が発表された時

左記の津波警報が解除され、施設の安
全が確認され、施設が利用可能となった
時

特別警報 松山市に特別警報が発表された時

（風水害）
・大雨（土砂災害）、大雨（浸水害）、
暴風、高潮、高波、暴風雪、大雪

Ｊアラート
（弾道ミサイル）

火災 施設内で火災が発生した時
火災が鎮火し、施設の安全が確認され、
施設の利用が可能となった時

爆発 施設内で爆発が発生した時
施設の安全が確認され、施設の利用が
可能となった時

落雷 施設に落雷し、被害があった時
施設の安全が確認され、施設の利用が
可能となった時

・大規模停電により、施設の利用がで
きなくなった時

・停電が計画され、施設の利用ができ
ない時

爆破予告 爆破予告があった時 爆破の恐れがなくなった時

テロ
施設内あるいは施設近辺でテロが発
生した時

テロが鎮圧され、施設の利用が可能と
なった時

暴動・内乱・
戦争

暴動・内乱・戦争等により施設の利用
ができないと施設管理者が判断した時

施設の利用が可能と施設管理者が判断
した時

国民保護
松山市が国民保護法による避難指示
対象となった時

避難指示が解除となり、施設の利用が
可能となった時

停電
停電が復旧し、施設の利用が可能と
なった時

地震
施設の安全が確認され、施設が利用可
能となった時

左記の特別警報が解除され、施設の安
全が確認され、施設の利用が可能となっ
た時

愛媛県を対象とした弾道ミサイルによ
るＪアラートが発令された場合

左記のＪアラートが解除され、松山市に
被害がなく、施設の安全が確認され、施
設の利用が可能となった時

 
 

 

 
 
 
 
■損害賠償     次のいずれかの事項に該当する場合には、利用者にその損害を賠償していただきます。 

① 利用者及びその関係者（関係業者、出展者、来場者を指す。以下同じ。）が、施設、設備、備

品等を毀損または滅失した時。 
② 利用者及びその関係者が第三者に損害を与えた時。 
③ 利用者が、この利用の手引き及び利用上の諸規則に違反したことにより損害が発生した時。 

 
 
■免責       当社は、次に掲げる事項について一切の責任を負いません。 

① 当社が利用承認を取り消ししたことにより発生した利用者及びその関係者の損害。 
② 天変地異、火災、事故、盗難その他の当社の責任に帰すことができない事由により生じた損害。 

7．損害賠償と免責 
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■打合せ・     利用開始日の 1 ヵ月前までに、当社担当者と打合せを始め、下記書類をそれぞれの提出期限まで 

提出書類    にご提出下さい。 

 

＜打合せ・提出書類＞ 

1．会場図面(小間レイアウト･受付の位置･避難通路の確保･出入口サインの位置･大きさ等明記) 

2．仮設電気・水道・ガスの工事届（当社書式）及び工事技術者の免許証のコピー、工事図面 

3．臨時駐車場利用申込書 

4．警備計画書、警備員配置図及び「雑踏警備業務検定合格証明書」のコピー 

5．関係機関（消防署等）への届出書類の写し 

6．その他必要書類 

 ※2～6 は該当する場合 

            ＜その他打合せ内容＞ 

1．設備･備品の利用予定(冷暖房･照明･音響映像機器･備品、駐車場無料ライター(主催者様負担)等)  

2．物品の搬入･搬出方法(車両の数･最大重量等) 

3．音響設備持込の場合のマイク周波数等の事前打合せ 

4．ゴミ処理発注の有無 

5．その他必要に応じて 

 

■関係機関へ   催事内容に応じて、関係諸機関（消防署等）への届出が必要となります。 

 の届出等    法令等に定められた届出事項や開催に関する必要な事項について、届出及び許認可の申請を 

催事開催の約 2 週間前までに行って下さい。届出の際に、指摘・指導された事項については遵

守頂きますようお願い致します。 

関  係  機  関 内     容 

松山市西消防署 

 〒791-8061 松山市三津三丁目 4-23 

  TEL : 089-951-0894 

・火気の使用承認申請等 

・イス席を設置する興行的要素のある   

催事等 
※手続き詳細については P18 をご参照下さい。 

松山市保健所 保健福祉部生活衛生課 

 〒790-0813 松山市萱町六丁目 30-5 

  TEL : 089-911-1808 

・飲食物の販売 
※調理の他、温めや注ぎ分け等をすること、また食材の

販売のみでも許可が必要な場合がありますので、必ず

事前に保健所へお問い合わせ下さい。 

松山西警察署 

 〒791-8052 松山市須賀町5-36 

  TEL : 089-952-0110 

（交通課）・・・道路の使用許可 

（地域課）・・・催事で相当数の来場者が見

込まれる時の連絡等 

松山税務署 

 〒790-0808 松山市若草町4-3 

  TEL : 089-941-9121 

・酒類の臨時販売申請等 

ＮＴＴ西日本－四国 

 〒790-0001 松山市一番町四丁目2 

   

・臨時電話、情報通信回線の設置等 

※手続き詳細については P23 をご参照下さい。 

8．利用計画の打合せ 

NTT 西日本エリア・・・局番なし「116」 

エリア外、携帯電話･PHS･NTT 以外の固定電話・・・

0120-116116 



13 

 
 
 
 

当館の施設利用にあたっては、関係法令及びこの｢利用の手引き｣並びに「アイテムえひめ緊急時

対応ガイド」に定められた事項を遵守し、出展業者、関連業者等に対しても周知徹底して下さい。 

利用期間中は、出展者、関連業者及び下請業者等の行為でも、すべて利用者の責任になります。

特にご注意下さい。 

 

 

■開錠･施錠      開 錠・・・会場利用責任者立会いのもと当社担当者が行います。 

施 錠・・・会場利用責任者、当社担当者立会いのもと警備員が行います。 

 

会場利用責任者は、入館・退館時に必ず当社事務所へご連絡下さい。 

なお、利用予定時刻を超える場合は、あらかじめご連絡下さい。 

 

 

■防犯体制       ●展示品等の管理については、主催者が責任を持って行って下さい。 

来場者の人身事故及び展示品等の事故(破損･汚損･紛失等)について当社は一切責任を負いま

せん。防犯・防火・事故防止には万全を期し、万一に備え保険等への加入をお勧め致します。 

 

●高価な物品等の展示等については、会場内に警備員を配備する等、万全の措置を講じて下さ

い。 

 

●屋外展示場（ＦＡＺプラザ）を利用する場合は、展示品の防犯体制や照明設備、騒音防止等周辺

住民への対策等を十分配慮のうえ利用して下さい。 

 

 

 

■原状復帰       ●利用終了後は、利用者の責任と負担において速やかに撤去を行い、原状復帰して下さい。 

 

              ●展示場の事後清掃（当社への発注）は必ず実施して頂きますが、備品・設備・壁面・床面等に貼

り付けたテープ（※1）等をはがし、大きなゴミを拾う等の清掃をお願い致します。 

控室内の整理整頓を行い、備品(机・椅子等)は必ず拭き掃除をし、原状復帰した後で所定の場

所へ収納してください。 
※1 テープは弱粘性テープのみ使用可。布ガムテープ、クラフトテープ、両面テープの使用は不可。 

                 （テープの一部や粘着材が残り、設備・備品等を汚損・損傷する恐れがあるため。） 

 

●原状復帰後は、必ず当社担当者の点検を受けて下さい。 

施設内外の建造物、設備、備品等を損傷や紛失したときには、直ちに当社担当者へ連絡して下

さい。確認の上、相当額を請求させて頂きます。 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

9．利用者の管理責任 



14 

 

 

 

 

■利用範囲      ●利用できる施設は、利用承認された会場内に限られます。 
●原則としてロビー等の共有スペースは利用できません。 

 

 

■警   備     施錠後の警備については、監視カメラ及び感知器による機械警備のみです。 

利用期間中に会場内の警備が必要と思われる場合は、あらかじめ、当社担当者にご相談下さい。 

 

 

■清   掃      ●展示場利用の場合は、利用会場の事後清掃（当社への発注）を必ず実施して頂きます。 

●利用期間中に利用会場内の清掃は通常実施しておりません。 

必要な場合は実費にて承ります。 

                  (利用期間中は、会場・設備(控室等)を常に清潔に保ち、衛生面に留意して下さい。) 

 

 

■ゴミ処理     ●利用期間中に発生した施設内外のゴミは、全て持ち帰るか、発注されたゴミ処理業者にて   

回収して下さい。 
        利用者側でゴミ処理が困難な場合は、あらかじめ当社にご連絡頂ければ、実費にて承ります。 

なおその際、ゴミの分別は徹底して下さい。 

 

 

■設備･備品     ●設備・備品・電気・水道・冷暖房等を使用する場合は、「申込書」にご記入頂くか、当社担当者との

事前打合せの際に必ずご連絡下さい。 

内容に変更があれば、速やかに当社担当者にご連絡下さい。 

なお、備品は数量に限りがあるため、ご希望に添えないことがありますのでご了承ください。 

 

              ●会議室の冷暖房代・机・イス・演台・司会者台の利用料は会場利用料に含まれております。 

 

              ●備品等の倉庫からの搬出設営・収納は、利用者にて行って下さい。 

 

●利用した備品(机・椅子等)は、ひも・テープ（※1）等一切のものをはずし、必ず拭き掃除をするな

ど原状復帰した上、所定の倉庫へ整理整頓し返却して下さい。 

 

  ※1 テープは弱粘性テープのみ使用可。 

セロハンテープ、布ガムテープ、クラフトテープ、両面テープの使用は不可。 
                      （テープの一部や粘着材が残り、設備・備品等を汚損・損傷する恐れがあるため。） 

 

 

        ●設備・備品等を利用する場合は、善良な管理のもと責任をもってお取り扱い下さい。 

                 設備・備品破損時は速やかに当社担当者にご連絡下さい。 

 

 

 

 

10．利用上の注意 
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※ ＦＡＸ送受信、コピー、カラーコピー等は愛媛エフ・エー・ゼット（株）事務所にて承ります。 

但し、セキュリティー上、PC や USB 等をコピー機等に接続することはできませんのでご了承下さい。 

 

※ 館内に ATM やキャッシュディスペンサーはございませんのでご了承下さい。 

    公 衆 電 話 1 階 小展示場 A 前 1 台 

自 動 販 売 機 
1 階 ベビールーム前、大展示場 A 前、大展示場 C 横 

3 階、エレベーターホール付近 

 

コインロッカー 

1 階 小展示場前に設置  普通サイズ 20 個   100 円／円（有料） 

                 大型サイズ 8 個    200 円／円（有料） 

1 階 大展示場Ｃ前に設置 普通サイズ 30 個   100 円／円（有料） 

                  大型サイズ 8 個   200 円／円（有料） 

※普通サイズ（目安寸法 mm） W360×H300×D430 

※大型サイズ（目安寸法 mm） W360×H760×D480 

※故障等による使用中止で使用可能個数が減少している場合がございますので

ご了承下さい。 

     車 椅 子 1 階 エントランスホールに 7 台 

     ベ ビ ー カ ー 1 階 愛媛エフ・エー・ゼット（株） 事務所にて貸出 5 台 

 AED 

(自動体外式除細動器） 
1 階 エントランスホールに 1 台 

 

喫茶・レストラン 

1 階「キッチン夢家」   TEL：089-967-7722 

【営業日時】 水～金曜日 11：00～15：00 

        土日祝日   11：00～16：00 
※オーダーストップは閉店時間30 分前。 

※都合により閉店時間を早める場合がございます。 

 

【店 休 日】 月・火曜日  

 

※展示場や会議室へのケータリング等については、事前にお問合せ下さい。 

※当日の急なご要望には、お応えできかねる場合がございますのでご了承下

さい。 

11．サービスコーナー 



16 

（敷地内／有料） 

（敷地外／無料） 

 
 
 
■立体駐車場                                 

 

             

■臨時駐車場    

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

■展示場裏      ●展示場の搬送者･関係者の駐車は、利用される展示場裏の駐車スペースをご利用頂けます。 

駐車場      ●大展示場・小展示場で複数の催事が重なった場合は、特に他会場利用者の駐車スペースに駐

車しないようお願い致します。 

●停車時は近隣住民の方の迷惑になりますのでエンジンを切って下さい。 

●準備･撤収時は駐車スペースが混雑する事が予想されますので、主催者で大型搬送車等は 

臨時駐車場に一時停車させ順次配車するなど、調整して下さい。 

             ●混雑が予想される場合は、主催者にて警備員・誘導員を配置するなどの措置を行って下さい。 

●近隣住民の方の通行の妨げとなりますので、当館周辺の公道に搬送車両を路上駐車させな 

いで下さい。通行に支障がある場合は、当館職員より移動を指示しますので速やかに対応をお

願いします。 

 

■駐車場     1．利用者は、車両及び通行者の安全確保、渋滞緩和のため、必要時は誘導員を配置して下さい。 

利用の注意   2．バス等の大型車両を乗り入れる場合は、事前に当社担当者へご相談下さい。 

3．当社指定の駐車場以外への車両の乗り入れ及び駐車は固くお断りします。 

4．駐車場内での盗難、車両の破損事故、その他トラブル等について、当社は一切責任を負い 

   ません。 

5．近隣の店舗等への駐車は絶対に行わないでください。 

  ※主催者だけでなく、利用者及び来場者に対しても適切な呼びかけをお願いいたします。 
  

駐 車 料 金 

1 時間150 円、6 時間を超えて 24 時間まで一律1,000 円。 

24 時間以降、上記の繰り返し。 
なお、以下の場合は利用料が免除されます。 

  1．障害者手帳をご提示頂いた場合 

   2．展示場の利用打合せで来館された場合 

営 業 時 間 7:00～22:00 

収 容 台 数 普通車で約750 台 

高 さ 制 限 2.1ｍ未満  ※ハイルーフ車両はご注意下さい。 

注 意 事 項 

1．利用施設別の駐車位置の指定は致しません。適宜効率的な利用をお願いします。 

2．停車時はエンジンを切って下さい。 

3．多数の入場者が見込まれる場合には、駐車場整理員を配置する等、混雑緩和に努

めて下さい。 

駐 車 料 金 無 料 

開 放 時 間 

原則 8:30～17:30 

上記以外の時間外利用も可。但し、8：30 以前の開場、17:30 以降利用希望の

場合の開施錠は利用者(主催者)にて行って頂きます。 

収 容 台 数 普通車で約400 台 
高 さ 制 限 屋外につき無し 

利用申込方法 事前に「アイテムえひめ臨時駐車場利用申込書」による申込みが必要です。 

開 放 条 件 

臨時駐車場は以下のような場合に臨時的に開放致します。 

1．多数の入場者が見込まれるイベントで、立体駐車場に収容しきれない場合 

2．利用者の展示品運搬車両が大型で、展示場裏駐車場のみでは対応できない場合 

3．その他、当社がやむを得ないと判断した場合 

12．駐 車 場 
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大展示場･小展示場の搬入・搬出車両は、施設南側の搬入車両口を利用して下さい。 

建物正面玄関からの搬出入はお断り致します。ＦＡＺプラザをご利用の際は、搬入・搬出車両は正面ロータリーから

の出入りとなります。その際は、正面玄関周辺の歩行者の安全確保の為、誘導員を配置して下さい。（下図参照） 

 

  ＜大展示場、小展示場搬入口＞ 

 搬入口 間口 高さ 車両乗入れ 

大展示場 東側6 箇所 5.0ｍ 5.0ｍ 可 

小展示場 南側2 箇所 3.8ｍ 3.9ｍ 不可 

 

＜大展示場、小展示場、ＦＡＺプラザ荷重制限等＞ 

 床耐圧 天井高 

大展示場 5ｔ/㎡ 
（※床ピット鉄板1ｔ／㎡） 

12～16ｍ 

小展示場 1ｔ/㎡ 5.6ｍ 

ＦＡＺプラザ 1ｔ/㎡ ― 

 

＜搬入出に際する注意事項＞ 

 ●小展示場はタイルカーペット仕上げのため展示場内に搬入出車両の乗り入れはできません。 

●大展示場内に乗入れをした車両は、エンジンを切って作業して下さい。 

●床面保護のために展示場内での急発進、急停車、急ハンドル操作は禁止します。 

●搬入・搬出時には十分安全に配慮するとともに、待機車両を当館周辺の路上に駐車させることのないよう

注意して下さい。通行に支障がある場合は、当館職員より移動を指示しますので速やかに対応をお願いします。 

●同時に複数の催事が開催される場合は、(搬入・搬出時の混雑を避けるため)搬出入車両を臨時駐車場に

一時停車させ時間を決めて順次配車するなど、調整して下さい。 

●搬入・搬出時には極力防音に努めるとともに、施設、設備器具等を損傷した場合は、速やかに当社担当

者まで届け出て下さい。復旧・または弁償をして頂きます。 

●搬入・搬出時は、床面に集中荷重がかからぬように分散措置をとって下さい。 

ＦＡＺプラザ

至空港 県道２２号線 至市内・三津

コスモス

大展示場

Ａ

Ｂ

Ｃ

小展示場

Ｂ

Ａ

正面玄関

駐 車 場

臨時駐車場ホームセンターコーナン

愛媛ＦＡＺ事務所

Ｎ

正面ロータリー

通行の妨げになりますので、

公道への駐停車はご遠慮ください。

搬入車両口

13．展示品等の搬入･搬出 
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施設利用に際しては、火災予防等と来場者の事故防止･安全確保に努め、万全の措置を 

講じて下さい。 

 

■消防署への   1．禁止行為の解除承認申請 

届     出     展示場･会議室内は、火災予防条例により火気(裸火)･危険物(ガスボンベ･水素ガス使用の風船

等)の持込を禁止されております。商品実演及び飲食物提供等で持込がある場合は、松山市西

消防署に届け出が必要です。 
以下手順に沿って手続きを行ってください。 

会議室は火気は一切使用できません。予めご了承下さい。 

 

＜手続き手順＞ 
① 事前に当社担当者に火気・危険物持込をお知らせいただき、打合せを行ってください。 

② 「禁止行為の解除承認申請書」書類一式を 2 部作成してください。 

③ 原則 2 週間前までに、上記②で作成した書類 2 部を当社へお持ち頂き、当社の書類確

認を受けてください。（確認後、当社の受付印を押印いたします。） 

④ 当社の受付印を受けた後、松山市西消防署に書類 2 部を提出し、松山市西消防署長の

承認を得て下さい。指示・指摘事項については誠実に対処して下さい。 

⑤ 消防署の指導事項の履行確認の為、事前に松山市西消防署の立ち入り検査があります。

書類提出時に、その日時を消防署より通知されますので、当社担当者へお知らせくださ

い。 

 

 ※手続きを行うと、消防署の指導事項の履行確認のため、事前に松山市西消防署の立ち入り検査

があります。火災予防条例に違反し、指導事項の履行が不十分な場合は改善命令が出される場

合もございます。 

 

 

2．催物開催届 

展示場において、入場料を設定し、多数の座席を配置し、興行として開催される催事(例:プロレス、

映画鑑賞会等)を開催する場合は、火災予防条例により松山市西消防署に届出が必要です。以下

手順に沿って手続きを行ってください。 

 

＜手続き手順＞ 
① 事前に当社担当者と打合せを行ってください。 

② 「催物開催届」書類一式を 2 部作成してください。 

③ 原則 2 週間前までに、上記②で作成した書類 2 部を当社へお持ち頂き、当社の書類確

認を受けてください。（確認後、当社の受付印を押印いたします。） 

④ 当社の受付印を受けた後、松山市西消防署に書類 2 部を提出し、松山市西消防署長の

承認を得て下さい。指示・指摘事項については誠実に対処して下さい。 

⑤ 消防署の指導事項の履行確認の為、事前に松山市西消防署の立ち入り検査があります。

書類提出時に、その日時を消防署より通知されますので、当社担当者へお知らせくださ

い。 

 

※手続きを行うと、消防署の指導事項の履行確認のため、事前に松山市西消防署の立ち入り検査

があります。火災予防条例に違反し、指導事項の履行が不十分な場合は改善命令が出される場

合もございます。 
 

14．火災･事故防止 
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3．露店等の開設届出書 

屋外において、裸火・危険物の使用を行う場合は、火災予防条例により松山市西消防署に届出が

必要です。以下手順に沿って手続きを行ってください。 

 

＜手続き手順＞ 
① 事前に当社担当者に火気・危険物持込をお知らせいただき、打合せを行ってください。 

② 「露店等の開設届出書」書類一式を 2 部作成してください。 

③ 原則 2 週間前までに、上記②で作成した書類 2 部を当社へお持ち頂き、当社の書類確

認を受けてください。（確認後、当社の受付印を押印いたします。） 

④ 当社の受付印を受けた後、松山市西消防署に書類 2 部を提出し、松山市西消防署長の

確認・指導を受けて下さい。指示・指摘事項については誠実に対処して下さい。 

⑤ 消防署の指導事項の履行確認の為、事前に松山市西消防署の立ち入り検査がある場

合があります。書類提出時に、その日時を消防署より通知されますので、当社担当者へ

お知らせください。 

 

※手続きを行うと、消防署の指導事項の履行確認のため、事前に松山市西消防署の立ち入り検査

がある場合があります。火災予防条例に違反し、指導事項の履行が不十分な場合は改善命令が

出される場合もございます。 
 

 

■消防設備     ●大展示場には炎感知器と煙感知器を設置しております。 

バーナー等の火花、コンロ等の炎にも反応しますので、バーナーは防火マスク等でガードし、 

コンロの上には必ず鍋等の調理器具を置くようにして下さい。 

                     なお、感知器は作動 3 分後に天井より大散水（5ｔ／秒）するシステムとなっております。警報器

が作動した場合は直ちに当社へご連絡下さい。当社職員・警備員・技術担当者が現場に参ります

ので、責任者と当事者は同行の上、状況確認にお立ち会い下さい。 

 

●小展示場･会議室には煙感知器を設置しております。                 

煙感知器が作動した場合は直ちに当社へご連絡下さい。なお、会場に炎が回り高熱になるとスプ

リンクラーが作動するシステムとなっております。当社職員・警備員・技術担当者が現場に参りま

すので、責任者と当事者は同行の上、状況確認にお立ち会い下さい。 

 

●展示場内への火気･危険物の持ち込みの際には利用者に消火器等の設置をして頂く事になって

いますが、展示場内の壁面及び会議室廊下壁面にも消火器を設置しておりますので、万一の際

はご使用下さい。 

 

 

 

■防火対策        ●施設内は全館禁煙となっております。関係者、来場者への周知徹底をお願い致します。 

●入場者の避難に支障が出ないよう、会場内の主要避難通路は 1.5m 以上、補助避難通路は 

1.2m 以上の通路幅を確保して下さい。(詳細は消防署指導のもと図面を作成して下さい。) 

●展示会場の利用期間中(準備から撤去まで)は必ず、消防署への届出に記載している防火責任者

を常駐させて下さい。万一緊急事態が発生した場合は、当社職員の指示に従い、速やかに来場

者等の避難誘導を行って下さい。 

●会場装飾や展示品等で消火器、火災報知器、避難誘導標識、非常口等を塞がないようにして下さ

い。 
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 ■事故防止     ●子供用遊具･乗り物等を会場に設置する際は安全確保のため必ず係員を配置し、けがや事故の 

   ないよう努めて下さい。 

 

●救急車が必要なけが人等重傷者が出た場合は、速やかに当社職員にご連絡下さい。 

 

●当館にはベッド等救護用の設備がございませんので、予めご了承下さい。 

 

 

■書類の提出   ●大展示場、小展示場、屋外展示場を利用し、消防署へ「禁止行為の解除承認申請書」や「催物開催

届」「露店等の開設届出書」等を提出する利用者、その他当館が必要と認める利用者は、アイテムえ

ひめ防火管理者に「催事開催に係る防火・防災に関する届出」をご提出下さい。 

             ※ 詳細は P.31～32 資料３ 催事開催に係る防火・防災に関する届出 記入例をご参照下さい。 

 
 
 
 
 
 
 

装飾工事にあたっては、当社に提出した図面及び工事届等に従って施工して下さい。 

施工の際には、安全に十分注意し、工事内容に変更のある場合は、必ず事前に当社担当者までご

連絡下さい。 

 

 

■防災関係     ●展示場内において消防署の許可なく裸火の使用、ガスボンベ･水素ガスを使用するアドバルーン･ 

風船等引火・爆発の危険性のある物品の持込はできません。 

●火器等を使用する場合は、消火器を設置して下さい。 

火器周辺は耐熱・耐火物を配置し、防災に万全を期して下さい。 

●会場内の出入口・搬入口･非常口は出入りができるよう充分な広さの通路を確保してレイアウト 

を行って下さい。  

●消火栓・消火器・火災報知器・誘導標識等の防災設備の周辺は、展示品・装飾品等で塞がないで

下さい。 

           

 

■展示装飾    ●設備･備品の破損及び汚損防止のため、次の事項を遵守して下さい。 

関  係            1．天井・壁面・配管・配線等を支持物として使用しない。 

2．天井・壁面等には、釘・アンカー等一切のものを打ち付けない。 

3．画鋲・塗料・油・接着剤・動物の糞尿・両面テープ等粘着性の強いテープ等により床、壁等の設

備、備品等を汚損しない。 

特に大展示場の床面は粘着性の強いテープをはがすと床面塗料が取れやすいので、   

テープをはがす時には細心の注意を払う。 
＜使用可能テープ＞ 

弱粘性テープのみ使用可。 

セロハンテープ、布ガムテープ、クラフトテープ、両面テープの使用は不可。 

                          

4．バトン等の吊りもの装置を使用した後の針金や紐等は、必ず取り除く。 

5．排水口や展示場裏駐車場等にゴミ･塗料･油･飲食物の雑排水･動物の糞尿等を捨てない。 

※設備･備品等に破損があったときは、すみやかに当社担当者に届け出て下さい。 

15．装 飾 工 事 
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●電気の分電盤等が入ったＥＰＳ扉前、空調設備の吸込口・吹出口前は、約 1.5m の空間を確保し、

塞ぐことのないよう十分に注意してください。（大展示場は該当箇所床面にトラテープが貼られて

います。） 塞がれていますと、電気トラブル等が発生した場合に、早急に復旧出来かねる場合が

ございます。また、空調設備の稼働にも影響を及ぼす恐れがあります。 

 

●当社所有のシステムパネル､ステージの設営・撤去作業は原則として当社指定業者が行います。 

それらに係る費用が別途必要となります。 

 

●大音響が予想される催事の場合、他会場や近隣住民に迷惑をかけないよう、会場内にて防音対策

をして下さい。早朝・夜間は音量を小さくして頂く場合があります。 

 

●大展示場床面の設備ピット上の展示にはご注意下さい。（特に電気・動力設備ピットに注意） 

  設備ピット上に水槽、ビニールプール等の水を利用するものを展示しないよう、十分注意して計画

して下さい。 

 

 

 

■案内板・      ●案内板は、次の箇所に設置できます。設置箇所については事前に当社担当者と打合せ下さい。 

受付等の       ○エントランス内 

設置         ○ロビー内展示場入口付近 

○会議室棟廊下 

○駐車場エレベーターホール内 

○ピロティ 

 

●ポスター等の掲示は、壁・柱にはできません。サインスタンド・展示パネル等を利用して下さい。 

●屋外設置の場合は強風で倒れないように重しを置いて下さい。 

●看板・のぼりの設置及びアドバルーン・風船掲揚等については、事前に当社担当者と打ち合わせ

て下さい。 

●受付は利用展示場入口付近に設置できます。但し、商談・物販・契約の類は行えません。 
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仮設電気・ガス・水道工事が必要な場合は、以下の書類を利用開始日の4日前までに当社にご提出

下さい。また、工事開始前に工事施工者が当館職員（当館防災センターの各設備担当者）と必ず打

合せを行って下さい。 

＜提出書類＞ 

1.仮設工事図面 

2.仮設工事届（※当社フォーマットによる） 

3.工事業者の資格証のコピー(電気、水道・ガス配管工事の場合) 

                                                  

●仮設電気・ガス･水道工事については、承認を得た図面に従って行い、終了後は当館職員（当館

防災センターの各設備担当者）の点検を受けて下さい。 

●図面･工事届出内容の変更があった場合は必ず当社担当者へ連絡して下さい。 

●電気・ガス･水道は使用料に応じて当社単価に基づき計算した料金を請求します。 

●壁付コンセントを利用される場合は、当社単価に基づき料金を請求します。 

 

 

■電気工事   ●仮設電気工事にあたっては、電気工事士免許の資格を有した電気工事士が行い、 

電気設備技術基準、消防関係法等を遵守し、当館職員の指示に従い施工して下さい。 

 

●イベント中の電気工事に関するトラブルについては、施工した電気工事士（工事責任者）におい

て迅速に対処して下さい。 

●電気工事の施工上、以下の事を遵守して下さい。 

1．接続は必ず床ピット内端子盤を利用して下さい。 

2．電気工事に伴う配線屑は、必ず撤去清掃して下さい。 

特に床ピット内端子盤内は注意し、丁寧に行って下さい。 

3．高圧を使用する機器は、容易に人が触れない場所へ設置し養生をして下さい。 

4．配線材は負荷に適合するものを使用し、｢漏電遮断機｣を必ず設置して下さい。 

5．ＥＰＳ内盤上スイッチ類の直接操作はできません。当館職員（当館防災センターの設備担

当者）が行いますのでご連絡下さい。 

●送電は、当館職員（当館防災センターの設備担当者）立ち会いのもと行いますので、工事完了後、

ご連絡下さい。 

なお、以下の場合は、電気供給を停止します。 

1．電気機器を届出又は、許可なく使用した場合 

2．配線工事に欠陥が発見された場合 

3．送電することで、危害が発生したとき又は、その恐れがある場合 

4．その他、施設の管理運営に支障があると認められる場合 

5．上記の遵守事項が守られていない場合 

 

●毎日イベント終了後は、24 時間通電の回路以外は全て遮断して下さい。 

●24 時間通電する回路は専用配線として表示札等により明示して下さい。 

(表示札は、施工した電気工事士にて準備して下さい) 

●白熱灯・抵抗器等｢熱を発する機器｣は、可燃物と接触して発火しないように設置して下さい。 

●配線は、露出又は損傷しないよう養生を行って下さい。 

特に準備・撤去作業中には車両・足場等により配線材が損傷しないように処置して下さい。 

 

16．電気･ガス･水道･電話等の使用 
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■配管工事        ●火器へのプロパンガスの取付及び水道の配管工事については、安全に十分配慮し利用者 

（ガス・水道）     で行って下さい。 

●工事は、天井・壁面・床面に釘・アンカー等を打ち込まないようにして下さい。 

●プロパンガスの配管(鋼管)工事をする際は、必ずガス設備士の資格を有した工事士が工事 

      を行って下さい。 

●人の通路等で、配管が床面を横切る場合は、Ｕ字型鉄板で覆う等の養生を行い、万全を期 

                   して下さい。 

●開催期間中は、万一事故が発生しても直ちに対応できるようにして下さい。また、催事終了後は、 

毎日必ずメインピット内で元栓を閉めて下さい。 

 

                ●以下の場合は、水・ガスの供給を停止致します。 

1．配管工事に欠陥が発見された場合。 

2．供給することで、危害が発生したとき、または発生する恐れがあるとき。 

 

 

■水  道       ●排水に際しては、排水口に目の細かい網等を設置してゴミなどを流さないようにして下さい。 

●展示場内に流し台等の設備を設置する場合は、油等が固まり、つまりの原因となりますので、   

ピット下には必ずオイルトラップ(当館所有もしくはお持ち込み分)を設置してから流し台等を使用

して下さい。当館所有のオイルトラップを使用した場合は、イベント終了後にオイルトラップを洗い、

原状復帰して返却して下さい。 

            ●敷地内排水溝には決して汚水を流さないで下さい。汚水が滞留し悪臭の原因となります。 

 

 

■ガ  ス      ●ガス器具等を使用する場合は、火災予防条例により松山市西消防署へ承認申請及び必要書類の 

届出が必要です。（※詳細は P.18 の「14．火災・事故防止」“消防署への届出”をご参照ください。） 

設置工事、取り扱いについては消防署の指示を遵守して下さい。 

●ガスボンベ（カセットコンロ用ボンベを含む）の屋内への持込量には制限があります。 

詳細については、消防署又は当社担当者にお尋ね下さい。 

●大展示場内床ピットまで都市ガスの配管がきております。配管工事にあたっては四国ガス認定の工

事業者が実施し安全に十分配慮して下さい。 

 

 

■電話工事    ●会場内に、臨時電話設置希望の場合は、主催者様より次の手順で直接ＮＴＴへお申し込み下さい。 

なお、込み具合により、希望日に工事ができない恐れがありますので、申込はできるだけ早めに行

って下さい。 

1．当館に工事施工・撤去可能日時の確認をする。 

               (日程によっては主催者様会場お借り上げ日程内でＮＴＴの工事を行うことができない場合が 

                ございますので、予め必ず当館にご確認下さい。) 

             2．ＮＴＴへ工事の申し込みをする。 

             3．確定した工事施工・撤去日時を当社担当者にご連絡下さい。 

※申込先は P12「８．利用計画の打合せ」“関係機関への届出等”をご参照下さい。 

 

 

■情報通信    ●会場内に情報通信回線設置希望の利用者は以下2 種にてご対応願います。 

回線工事       1．ＮＴＴ回線・・・主催者様より直接ＮＴＴへお申し込み下さい。 

お申し込みは、上記「電話工事」と同様に行って下さい。 

2．当館無料Wi-Fi及び有線LAN利用 
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●展示品の実演は事前に当社担当者と打合せの上、万全の防災措置を講じて実施して下さい。 

なお、以下のものについては使用を禁止又は制限します。 

1．発火又は引火しやすいもの。 

2．火炎又は煙を出すもの。 

3．著しい音、振動、ほこり又は臭気を発するもの。 

4．接触又は接近することにより事故を起こすおそれがあるもの。 

5．床面に漏水、漏油する恐れのあるもの。 

6．その他展示場等を汚損又は破損する恐れのあるもの。 

 

●実演で生じたゴミ、廃油、その他廃棄物の取扱については、当社担当者と打合せの上、 

責任をもって適切に処理して下さい。 

 

●実演に伴って、火花や煙が発生した場合、天井の火災報知器が作動する場合があります。 

              必ず事前に当社担当者と実施内容を打ち合わせて下さい。 

 

 

 

 

 

●飲食物を販売する場合は、松山市保健所の指導・許可が必要な場合があります。 

会場内での調理（調理済の飲食物を温めたり、注ぎ分けたりすることも含む）する場合だけでな

く、食品販売のみでも許可が必要な場合がありますので、飲食物を含め、食品全般の販売をする

場合は、必ず事前に松山市保健所にお問い合わせ下さい。 

   ※連絡先は P12「８．利用計画の打合せ」“関係機関への届出等”をご参照下さい。 

 

●会場内で飲食物の提供をする場合は、事前に当社担当者と打合せを行い、以下の事項を遵守し

て下さい。 

 

1．常に清潔に保ち、特に衛生に留意して下さい。 

 

2．発生する生ゴミ等は、必ずふたのついたポリ容器等に入れるかゴミ袋で密封し、臭気を抑え

て下さい。ゴミを持ち帰らない場合の処理については当社担当者にご相談下さい。 

  （ゴミの夜間屋外放置はお断りします。） 

 

3．汚水を排水する場合は、指定された場所に必ず目の細かい金網等で汚物等と分離させ、

（オイルトラップ設置）排水後はその場所を清掃し、水洗いをして下さい。 

 

4．火炎などを発する場合は、必ず不燃材料で防火養生し、消火器等を設置して下さい。 

  ※P18～20「14．火災・事故防止」をご参照下さい。 

 

5．床面などを漏水・漏油等で汚損することのないようにして下さい。 

  心配な場合は床面養生をお願いします。 

※小展示場･会議室内床はタイルカーペット仕上げになっております。 

飲食物をこぼされた場合、染み抜き・カーペット交換(有料)をお願いする事がございます

ので、ご了承願います。 

17．展示品の実演 

18．飲食物の提供 
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             当館は原則、動物（盲導犬・聴導犬・介助犬を除く）の入館・持込は禁止しております。 
             

 動物を用いたイベント開催には、綿密な事前協議・打合せの上、当館からの『条件・厳守事項』等を

承認・遵守頂くこととなっておりますので、ご理解の上ご相談下さい。 

 

 

 
 
 

 

 

当社では、配送及び返送用の荷物等の預かり、保管等は一切致しませんので、出展業者や関連

業者等に対しても周知徹底して下さい。（配送業者の伝票等もございません。） 

なお、展示品などを配送する場合は、必ず利用期間中に到着するよう手配して下さい。 

この場合の宛名は、利用会場・イベント名・会社名・担当者名・担当者電話番号（携帯番号）を必ず   

明記して下さい。 

 

       例： 〒791-8057 

愛媛県
え ひ め け ん

松山市大可賀
ま つ や ま し お お か が

2 丁目 1 番 28 号 

「アイテムえひめ大展示場Ａ“○○○○○（※イベント名）”内 

株式会社△△△ 担当 □□□□」 宛 

（090－▲▲▲▲－■■■■） 

 
 

 

 

 

 

 

●施設の管理･運営上必要と認められる場合は、利用中の会場に当社担当者もしくは 

当館職員を立ち入らせることがあります。 

 

●施設への危険な物品･不潔な物品・その他適切でない物品の持ち込みは厳禁です。 

 

●利用会場以外においては、物品販売･チラシの配布･募金等はできません。 

 

●本手引に記載のない事項に関しては、当社職員の指示に従って頂きます。 

 

 

 

 

  

20．荷物の配送 

21．その他 

19．動物の入館制限 
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Ｍ Ｅ Ｍ Ｏ 
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資料 1．施設概要 
 
 
 

■1 階大展示場  

床 軽量コンクリート塗装仕上げ 

床 面 積 4,500 ㎡  ※3 分割可(Ｂ：1,700 ㎡、Ａ or C：各 1,400 ㎡) 

床 耐 荷 重 5ｔ／㎡（※床ピット鉄板 1ｔ／㎡） 

天 井 高 12～16ｍ 

搬 出 入 口 Ｗ5,000×Ｈ5,000×2 連         東側 3 ヵ所 

吊り物バトン 
①15ｍバトン（耐荷重 350kg)×5 ヵ所 

② 5ｍバトン（耐荷重 150kg)ロの字型に 4 本×3 ヵ所 

主 要 設 備 
（要仮設工事） 

電気・ガス・給排水設備ピット・電話・光ファイバーケーブル 

付 帯 設 備 主催者控室 4 室 

備 考 車両乗り入れ可 

 

■1 階小展示場  

床 タイルカーペット敷き 

床 面 積 1,500 ㎡  ※2 分割可(A：900 ㎡、B：600 ㎡) 

床 耐 荷 重 1ｔ／㎡ 

天 井 高 5.6ｍ 

搬 出 入 口 Ｗ3,800×Ｈ3,900            南側 2 ヵ所 

吊り物バトン 

（小展示場 A のみ） 

①15ｍバトン(耐荷重 350kg)×6 列 

② 5ｍバトン(耐荷重 150kg)×4 列 

③照明バトン×2 列 

主要設備 1 
（要仮設工事） 

電気・給排水設備(マンホール形式) ・電話・光ファイバーケーブル 

主要設備 2 

小展示場 A のみ・・・490 インチスクリーン 

小展示場 B のみ・・・移動観覧席 484 席、ピンスポットライト 

小展示場 B メイン・・・ハロゲンライト 

※小展示場全面利用時は全て利用できます。 

付 帯 設 備 主催者控室 2 室 

備 考 

搬出入車両・作業車両乗り入れ不可 

※車両展示は可能ですが、床耐荷重・搬出入口・床面養生等の条件

がございます。必ず事前に当社担当者にご相談下さい。 

 

■ＦＡＺプラザ（屋外）  

床 インターロッキング敷き 

面   積 3,500 ㎡ ※分割利用可能（1/4 単位） 

床耐荷重 1ｔ／㎡ 

主要設備 
（要仮設工事） 

電気、給排水設備、テント架設用アンカーフック 
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■スカイホール・アースホール  ※会場はスロープで繋がっています 

床 P タイル 

床 面 積 スカイホール：605 ㎡  アースホール：455 ㎡ 

床 耐 荷 重 約 290ｋｇ／㎡ 

天 井 高 2.1～2.8m  ※防炎垂れ壁設置等の関係による 

主 要 設 備 
（要仮設工事） 

電話、光ファイバーケーブル 

主 要 設 備 
（仮設工事不要） 

スカイホールのみ：簡易流し台 

備 考 
仮設電気・ガス・水道工事不可 

裸火・火気使用不可 

 

 

■3 階多目的ルーム 

床 P タイル 

床 面 積 
A：290 ㎡、B：223 ㎡ 

  ※独立しているため AB を 1 部屋で利用することはできません 

床 耐 荷 重 1ｔ／㎡ 

天 井 高 約 2.7m 

主 要 設 備 
（要仮設工事） 

電話、光ファイバーケーブル 

主 要 設 備 
（仮設工事不要） 

多目的ルーム B のみ給湯設備 

備 考 
仮設電気・ガス・水道工事不可 

裸火・火気使用不可 

 

 

■4 階会議室  

床 タイルカーペット敷き 

面 積 

第 1･2 会議室(各 100 ㎡)  

※合わせて 200 ㎡(大会議室)の利用が可能 

第 3･4･5･6 会議室(各 50 ㎡)  

※2 部屋合わせて 100 ㎡の利用が可能 

※3 部屋合わせて 150 ㎡の利用が可能 

※4 部屋合わせて 200 ㎡の利用が可能 

天 井 高 約 2.7m 

吊り物レール 
第 1･2･3･6 会議室に各 1 ヵ所ずつ、計 4 ヵ所(ﾌｯｸあり) 

※看板など軽量な物に限る 

主 要 設 備 
（要仮設工事） 

電話、光ファイバーケーブル 

備 考 
商談・物販・契約を目的とする催事、展示会場としての会場利用はでき

ません。 
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資料 2．アイテムえひめ利用申込書記入例 

＜表面＞ 

 

　　愛媛エフ・エー・ゼット株式会社　様

〒○○○－○○○○

住　所 愛媛県松山市大可賀2丁目1番28号

申込者 会社・団体名 ○○○○○○株式会社　

代表者職名・氏名 代表取締役　□□□　□□□

電話番号089－△△△－△△△△　ＦＡＸ番号089－△△△－□□□□

利  用  期  間

　□ 大展示場 〔 　 全体利用　　　 分割利用 （ 　A　  B     C）〕

　□ 小展示場 〔    全体利用　     分割利用 （    A　  B ）

      スカイホール　　　　アースホール　〕

　□ 屋外展示場
　F  A  Z プ  ラ   ザ

〔    全体利用       分割利用 （    1/4　   1/2     3/4 ）〕

　□ 会議室    　 大会議室    　 (    第1　    第2 )　　

      第3　     第4　     第5  　   第6 

　□ 展示場控室 〔    第1 　    第2　     第4　    第6　    第7　    第9〕

　   多目的ルーム 〔    A　   B　〕

利用設備等 　裏面記載のとおり。

内　　　　訳

　    見本市・展示会　　   即売会　　    講演会・セミナー　   パーティー　　   その他

　概要

　　　当社新製品の展示発表会、セミナー

 来場者見込数　　 　　1,000人 　□招待　□一般   行事の情報　　   公開　  非公開

 入　場　料　　　徴収する 　　徴収しない    入場料最高額　　　　　　　　　　　 

　ＦＡＸ番号  089－△△△－□□□□

準  備  期  間

　　　　　 年　　月　 　日  　   時　～　  　 時

  　　 □年   △月  1日  13時　　　～　　　△月   6日   13時

　○○○○○○株式会社　新製品発表会

撤  去  期  間

　      □年　△月　1日　　9時　～ 　17 時

　　　□年　△月　2日　　9時　～　 17 時

　　　　　 年　　月　 　日  　   時　～　  　 時

　　　□年　△月　3日　　9時　～　 19 時

　　　　　 年　　月　 　日  　   時　～　  　 時

大展示場AB

大展示場AB、第6会議室

大展示場AB、第6会議室

アイテムえひめ利用申込書

　　　　　　　　  □年○月△日

利  用  会  場

　　　□年　△月　5日　　9時　～　 17 時
開  催  期  間

　　　　　 年　　月　 　日  　   時　～　  　 時

内　　　　容

大展示場AB

行事等の名称

期　　　　　　　間 利　用　会　場

　　　□年　△月 　5日　17 時　～　 21 時

大展示場AB、第6会議室

　　　□年　△月　 6日　 9 時 　～    13 時

大展示場AB

　　　□年　△月　4日　　9時　～　 19 時

大展示場AB

携帯番号 090－□□□□－△△△△

 　  　3　　小展示場を2分割した場合の広い部分が「A」、狭い部分が「B」です。

利 用 担 当 者

   注意1　　□のある欄は、該当する□の中にレ印を付けて下さい。

  　　 2　　大展示場を3分割した場合の中央部分が「B」、両端部分が「A」及び「C」です。

　氏名　　　○○　□□□

　住所　　　同　　　　　上
電話番号 089－△△△－△△△△

　　　　　　　　　　　円

ﾚ ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

ﾚ

申込者欄は、『会社・団体名』『代表者職名・氏名』をご記

入の上、会社印（又は事業所・部署印）を押印して下さい。
※会社代表者様名又は事業所・部署の責任者様名を明

記して下さい。

会館内の催事案内板に使用しますので正式な名称をご記入下さい。

未定の場合は（仮称）と付け仮称行事名をご記入下さい。

招待客や関係者しか入場できない場合は、招待にチェックして下さい。

入場料を徴収する場合は、その最高金額をご記入下さい。

催事の担当責任者の氏名・連絡先をご記入下さい。

至急のご連絡もありますので、携帯番号の記入もお願い致します。

社
印
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＜裏面＞ 

 

附属設備又は

備 品 の 名 称 月　日 数　量

大展示場AB テーブル △月3日～5日 150

大展示場AB 折りたたみイス △月3日～5日 350

大展示場AB ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ（ﾊﾝﾄﾞ型） △月3日～5日 2

大展示場AB 有線マイク △月3日～5日 1

大展示場AB ＣＤﾌﾟﾚｰﾔｰ △月3日～5日 1

大展示場AB ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟﾈﾙ △月3日～5日 45

大展示場AB 丸テーブル △月3日～5日 10

大展示場AB 冷　房 △月3日～5日 ON 9 :00　　OFF 17 :00

大展示場AB 壁コンセント △月3日～5日 1

第6会議室 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ(4,500ﾙｰﾒﾝ) △月3日～5日 1

第6会議室 モバイルスクリーン △月3日～5日 1

第6会議室 演台 △月3日～5日 1

第6会議室 司会者台 △月3日～5日 1

利  用  会  場
利 用 日 及 び 利 用 数 量

 注意　　数量の欄には、冷暖房設備については利用時間を記入して下さい。

＜イス、テーブルについて＞

●イスは、大展示場(折り畳み),小展示場(スタッキング)と異なります。ＦＡＺプラザは大展示場のイス

をご記入下さい。

●多目的ルームの机・イスは会場利用料金に含まれておりますが、利用数量はご記入下さい。

●会議室の机･イスは会場利用料金に含まれておりますので、数量はご記入頂かなくても結構です。

ただし、通常レイアウトの数量より多く利用を希望する場合はご記入ください。

＜マイクについて＞

●会場により利用できるマイクの数量が異なりますので、当社担当者にご確認の上ご記入下さい。

＜冷暖房について＞
●展示場は、空調の温度が設定温度になるまで約30分要します。

その時間を考慮の上、記入して下さい。（料金は30分単位の設定となっております。）
●多目的ルーム・会議室は会場利用料金に含まれますのでご記入頂かなくても結構です。

＜会議室の演台・司会者台について＞
●会議室の演台・司会者台は会場利用料金に含まれておりますが、利用数量はご記入下さい。

※備品等は、利用数量が不明の場合はご記入頂かなくても結構です。
決定次第、当社担当者との打合せの際、お申し出下さい。
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資料 3．催事開催に係る防火・防災に関する届出 記入例 

 

令和８年１月５日

(宛先) アイテムえひめ防火管理者 

 

催事開催に係る防火・防災に関する届出 

 

   （作成）  

会社名 愛媛ＡＢＣ㈱ 

役 職 営業第一課長 

氏 名 愛媛太郎 

電話番号 ０９０－××××－×××× 

 

１ 趣  旨 

  この届出は、アイテムえひめ内で開催される催事において、火災、地震、ガス漏れ事故その

他災害の予防及び人命の安全並びに被害の軽減を図るため必要な事項を定めるものである。 

 

２ 提  出 

この届出の提出は、大展示場、小展示場又はＦＡＺプラザにおいて開催される催事で、消防

署へ「禁止行為の解除承認申請書」や「催物開催届」「露店等の開設届出書」等を届け出る催事

主催者が行い、催事開催までにアイテムえひめ防火管理者へ提出するものとする。 

 

３ 催事名称 

    ２０２６建設機械器具展示会 in 愛媛             

 

４ 開催場所(※該当場所に〇印) 

    大展示場 Ａ・Ｂ・Ｃ 小展示場 Ａ・Ｂ ＦＡＺプラザ    

 

５ 開催期間等 

準 備 期 間 令和８年３月１２日 ～ 令和８年３月１２日 

開 催 期 間 令和８年３月１３日 ～ 令和８年３月１５日 

撤 去 期 間 令和８年３月１６日 ～ 令和８年３月１６日 

 

６ 防火・防災責任者 

  防火・防災責任者を定め、次の業務を行う。 

会社名 愛媛ＡＢＣ㈱ 
役 職 営業部長 
氏 名 城山花子 

  (業務) 

  (1) 催事の開催に先立ち、必要に応じ通報、消火、避難誘導などの訓練実施 

  (2) 会場内の構築物、火気使用設備器具、ガス設備器具等の点検 

  (3) 避難経路、避難誘導方法、消防用設備の確認及び催事関係者への周知 

  (4) 火気の使用又は取扱に関する監督、指導 

  (5) 収容人員の適正管理 

  (6) アイテムえひめアイテム事業部及び関係機関との連絡 

  (7) その他防火・防災上必要な事項 



32 
 

７ 会場内の自主点検(※該当箇所に記入) 

  予防的活動を行うため自主点検者を定め、会場内設備器具等の点検を行う。 

点検実施設備等 点 検 者 

会場内の構築物・展示物 氏名：青空太郎 

火気使用設備器具 氏名： 

ガス使用設備器具 氏名： 

電 気 設 備 等 氏名：海原晴子 

消 火 用 器 具 氏名： 

  (実施報告) 

点検実施設備等 点 検 実 施 年 月 日  

会場内の構築物・展示物 令和 ８年 ３月 １２日 １７時００分  

火気使用設備器具 令和  年    月      日 時  分  

ガス使用設備器具 令和  年    月      日 時  分  

電 気 器 具 等 令和 ８年  ３月  １２日 １７時００分  

消 火 用 器 具 令和  年   月    日 時  分  

 

８ 主催者側自衛消防隊(※消防署へ編成表を提出している場合は、コピーでも可) 

  火災、地震等の災害発生に備え、主催者側自衛消防隊を編成する。 

組 織 担 当 者 任 務 

通報連絡班 氏名：東予一朗     他２名 

ア アイテムえひめアイテム事業部、防災センター、 

消防機関への通報・連絡 

イ 消防隊到着時の消防隊への情報提供 

消 火 班 氏名：中予洋子    他２名 消火器、屋内消火栓による初期消火 

避難誘導班 氏名：南予喜三郎   他２名 来場者等の安全な場所への避難誘導 

応急救護班 氏名：松山和子    他２名 
ア 病人・負傷者の情報や症状の確認 

イ 応急手当、救急搬送の場合は救急隊への情報提供 

 

９ 緊急連絡先 

  催事開催中の災害発生に際し、直ちに連絡が取れる連絡先を報告する。 

(主催者) 

氏    名 役    職 所  属 携帯電話番号 

 荒海一平 総務部長  愛媛ＡＢＣ㈱ 090-1111-2222 

 春風みどり 総務部次長 愛媛ＡＢＣ㈱ 090-2222-3333 

 秋風紅香 企画課長 愛媛ＡＢＣ㈱ 090-3333-4444 

        

(アイテムえひめ) 

アイテムえひめ アイテム事業部  内線５８２９ ／ ０８９－９５３－０１３０                   

防災センター            内線５８５３ ／ ０８９－９５１－３７１８ 

 

※愛媛エフ・エー・ゼット㈱の個人情報取扱方針に基づき、記載情報は目的(本催事の防火・防災)以外には

使用しません。 
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アイテムえひめ 
管理･運営： 愛媛エフ･エー･ゼット株式会社 

〒791-8057 愛媛県松山市大可賀 2 丁目 1-28 
TEL:(089)953-0130  FAX:(089)953-0102 

WEB   ： www.itemehime.com/ 
E-MAIL ： info@itemehime.com   

 予約受付時間 9:00～17:00 （休館日を除く） 

 


